
○ 経済産業省令 第三十二号 

 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）及び関係法令の規定に基づき、並びに関

係法令を実施するため、火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定め

る。 

   令和五年六月九日     経済産業大臣 西村 康稔    

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令 

（火薬類取締法施行規則の一部改正） 

第一条 火薬類取締法施行規則（昭和二十五年通商産業省令第八十八号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

 

       改正後               改正前        

 （受験の手続）  （受験の手続） 

第七十八条 試験を受けようとする者は、様

式第三十一の受験願書に写真（旅券法施行規

則（平成元年外務省令第十一号）別表第一に

定める要件を満たしたもので、その裏面に

は、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したも

の）を添えて経済産業大臣の行う試験にあつ

ては経済産業大臣（法第三十一条の三第一項

の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の

受理の事務を含む試験事務を指定試験機関

に行わせている場合にあつては、指定試験機

関）に、都道府県知事の行う試験にあつては

当該都道府県知事（法第三十一条の三第一項

の規定に基づき都道府県知事が受験願書の

受理の事務を含む試験事務を指定試験機関

に行わせている場合にあつては、指定試験機

関）に提出しなければならない。 

第七十八条 試験を受けようとする者は、様

式第三十一の受験願書に写真（縦四・五セン

チメートル、横三・五センチメートルのもの

であつて、出願前六箇月以内に撮影した正面

上半身像で、その裏面には、撮影年月日、氏

名及び年齢を記載したもの）を添えて経済産

業大臣の行う試験にあつては経済産業大臣

（法第三十一条の三第一項の規定に基づき

経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含

む試験事務を指定試験機関に行わせている

場合にあつては、指定試験機関）に、都道府

県知事の行う試験にあつては当該都道府県

知事（法第三十一条の三第一項の規定に基づ

き都道府県知事が受験願書の受理の事務を

含む試験事務を指定試験機関に行わせてい

る場合にあつては、指定試験機関）に提出し

なければならない。 

２・３ ［略］  ２・３ ［略］ 

 


